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 令 和 ５ 年 ２ 月 ９ 日  
 
群馬県環境アドバイザー各位 
 

群馬県知事 山 本 一 太   
                       （環境森林部環境政策課）  

   

 
群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」に基づく 
警戒レベル及び要請について（依頼）                

 
 平素から県行政の推進に御理解と御協力を賜り、深く感謝を申し上げます。 
 さて、令和５年２月９日（木）に開催しました、第１０３回群馬県新型コロナウ
イルス感染症対策本部会議において、別添のとおり、群馬県「社会経済活動再開に
向けたガイドライン（改訂版）」に基づく要請（２月１１日（土）以降）を行うこ
とを決定しました。 
 つきましては、ECO ぐんまホームページに掲載いたしましたので、要請内容につ

きご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げるとともに、周知くださるようお願

い申し上げます。 

※ECO ぐんまホームページアドレス  https://www.ecogunma.jp/?p=3093 
 
 
－前回（１月２８日（土）以降）要請からの変更点－ 
 

警戒レベルに変更がないことから、要請内容も変更はありません。 
 
 （１）ガイドライン警戒レベル 
    警戒レベル「２」：３５市町村 
 
（２）県民の皆様への要請 

・３つの密となるような感染リスクの高い店舗や場所の利用は、十分注意 
・県外への移動は、十分注意 
・大人数・長時間での会食等は感染リスクが高まることから、慎重に判断 

 
（３）事業者の皆様への要請 

・テレワーク、時差出勤等を強く推奨 
・高齢者施設や病院等での直接面会は十分注意、従事者への適切な感染防止対
策の徹底 

 
 ※詳細は『群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」に基づ

く要請について（２月１１日（土）以降）』を御確認ください。 
 
 

担 当：環境政策課総務係 大澤 

T E L：027-226-2812 

e-mail：kanseisaku@pref.gunma.lg.jp 



 

群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン（改訂版）」に 

基づく要請について（２月１１日（土）以降） 

１ 要請を開始する日 

  令和５年２月１１日（土） 

要請期間：２月１１日（土）０時～２月２４日（金）２４時 

 

２ 要請する区域 

群馬県内全域 

 

３ ガイドライン警戒レベル 
警戒レベル「２」：３５市町村 

 
 

【参考】ガイドラインにおける「各警戒レベルにおいて想定される要請」 

 

※具体的には４以降の要請をご確認ください。 

 

 



 

４ 県民の皆様への要請 

 以下の事項について協力を要請します。 

 

（１） 外出・県外移動について 

・３つの密となるような感染リスクの高い店舗や場所の利用は、十分注意してく

ださい。 

・県外への移動は、十分注意してください。 

・外出の際は「（３）「新しい生活様式」等の実践について」に掲げる事項を厳

守してください。 

（基本的な感染対策の徹底、３つの「密」の回避、換気の実施と適度な保湿） 

 

（２）イベント開催について【法第 24 条第 9 項】 
・参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超のイベントの開催を予定する場合に

は、そのイベントの感染防止策等について県に感染防止安全計画を提出してく

ださい。 
 なお、参加人数が 5,000 人超かつ収容率 50％超に該当しないイベントを主催さ

れる際には県 HP にて公開している感染防止対策等についてのチェックリスト

に必要事項記入の上、イベントHP 等で公開してください。 
・イベントの開催にあたってはイベント開催等における必要な感染防止策の徹底

と業種別ガイドラインの遵守をお願いします。 
 

［必要な対策と人数上限、収容率の区分］ 

区分 必要な対策 
人数上限 

（※１） 

収容率 

（※２） 

参加人数が 5,000 人超

かつ収容率 50％超のイ

ベントを開催する場合 

「感染防止安全計

画」を策定し、 

県へ提出 
収容定員まで 100％ 

上記に該当しないイベ

ントを開催する場合 

「感染防止策チェッ

クリスト」を作成

し、HP 等で公開 

5,000 人又は収容

定員 50％以内のい

ずれか大きいほう 
100％ 

※ 人数上限（※１）と収容率 100％（※２）のときの人数を比較して小さいほうを上限とす

る。 

 

 

 

 



 

（３）「新しい生活様式」等の実践について 

・「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじ

めとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。 
・政府専門家会議で示された「新しい生活様式の実践例」、及び新型コロナウイ

ルス感染症対策分科会で示された「感染リスクが高まる「５つの場面」」を参

考に、３つの「密」状態を回避するとともに、日々の生活を見直し、新たな感

染防止策を実践してください。特に場面に応じたマスクの着脱、換気の実施を

お願いします。 
 
（４）その他 

・新型コロナワクチンには、感染・発症を予防する効果や、重症化を予防する効

果があるため、ワクチン接種を積極的に検討してください。 
・変異株に対しても基本的な感染防止対策（マスク・手洗い・換気など）が重要

であり、更なる徹底をしてください。 
・カラオケで歌唱する際はマスクの着用や他の利用者と十分な間隔を空け、機器

の消毒を徹底してください。 
・大人数・長時間での会食、飲み会は感染リスクが高まることから慎重に判断し

てください。 
・大学等におけるクラブ活動での感染防止策の徹底をお願いします。 
・会食などで飲食店などを利用する場合は、座席間隔の確保や換気などの３密予

防、従業員や利用者の手指消毒といった感染防止策に積極的に取り組んでいる

店舗を利用してください。 
・LINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」を積極的に活用してください。 

 

５ 事業者の皆様への要請 

  以下の事項について協力を要請します。 

 
（１） 感染防止対策の徹底について 

 ・業種別ガイドラインの遵守をお願いします。【法第 24 条第 9 項】 

 ・すべての事業者において、別表で掲げる感染防止対策例や、業界団体等で作成

した感染拡大予防ガイドライン等を踏まえながら、適切な感染防止対策の徹底

をお願いします。また、感染防止対策をホームページや SNS、店頭での掲示な

どにより利用者に明示してください。 
・県独自の「ストップコロナ！対策認定制度」への申請・登録を積極的に進めて

ください。 

・業界団体等においては、業種や施設の種別ごとのガイドラインを作成し、所属



 

事業者や関係事業者へガイドラインに沿った感染防止対策の徹底を促すよう

お願いします。 

※１ 政府が公表している「業種別ガイドライン」や、本県が示す「各業界・施設毎の感染症

対策ガイドライン作成例」を参考としてください。 

※２ 業界団体からガイドラインが示されていない業種の事業者や、業界団体等が存在しな

い業種の事業者についても、上記のガイドラインを参考として、適切な感染防止対策の

徹底をお願いします。 

・高齢者施設や病院等での直接面会については、面会者の健康状態を確認すると

ともに、感染防止対策をとり、長時間とならないようにするなど十分注意して

ください。また、従事者への適切な感染防止対策の徹底をお願いします。 
 

（２） 勤務形態等について 

・「新しい生活様式の実践例」を参考に、テレワークやローテーション勤務、時

差通勤、オンライン会議の開催など、人との接触を減らすための取組を更に実

践してください。 
 ・「感染リスクが高まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう、実践

例も活用してください。特に職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣

室、喫煙室等）に注意してください。 

 

（３） その他 

 ・従業員などが体調不良を訴えた場合には、休暇の取得を促し、併せて、速やか

な医療機関への受診を促してください。 
・従業員に対し、会食などで飲食店などを利用する場合は、感染防止ガイドライ

ンなどに基づいて感染防止策を講じているなどの店舗を利用するよう促して

ください。 
・LINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」を、従業員やお客様に対して積極的

に活用するよう促してください。 
・感染の恐れのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施

設名を自ら公表して利用者に検査や受診を呼びかけること等に協力してくだ

さい。 

 

 

 



 

 
 

【別表：適切な感染防止対策例】 

※以下に掲げる対策例以外にも、それぞれの施設の状況や営業の形態等に応じ、 

適切な感染防止のための対策を実践してください。 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 


